早期介入保健指導業務委託仕様書

１　業務の名称
　　早期介入保健指導業務

２　業務概要
　　壬生町の一人当たり医療費は近年、県内において高水準で推移していることから、医療費の削減が急務となっており、医療費の削減のためには、高額な医療費を要する生活習慣病の主な原因となるメタボリックシンドロームの予防が重要となる。
そこで、健診データの分析を行いメタボリックシンドロームになるリスクの高い者へ意識啓発の通知を送付する早期介入保健指導業務を実施する。
業務の実施にあたっては、国保加入者の健康状態から対象者を把握し、課題を明確にする必要があるため、専門的な知識を有し、自治体への導入実績がある業者に業務を委託したく、プロポーザル方式により、契約候補者を選定する。

３　委託期間
[bookmark: _GoBack]　　契約締結の日から令和８年３月１９日まで

４　業務内容
（1） [bookmark: _Hlk175660443]早期介入保健指導用データ分析及び通知等作成業務
ア　委託者は、csv形式にて令和５～７年度分の健診データを抽出し、パスワードをかけた上で受託者に提供する。
イ　受託者は、アの健診データを基に早期介入保健指導通知送付対象者を選定する。対象者の選定は、提供した健診データより、メタボリックシンドロームになる可能性が高いと思われる者を選定すること。また、対象者の詳細な基準は委託者と受託者の協議によって定める。
ウ　受託者は、早期介入保健指導通知、必要に応じて送付用封筒を作成し、封入・
封緘して委託者に送付する。また、早期介入保健指導通知のデータをpdf形式で委託者に提供する。なお、受託者は、パスワードをかける等個人情報が外部に漏れないための配慮を行うこと。
　エ　委託者は、早期介入保健指導通知を対象者に送付する。
（２）昨年度実施した業務の効果測定
　ア　委託者は、令和８年１月下旬までにパスワードをかけた上で昨年度実施した
同業務の対象者一覧データを受託者に提供する。
イ　受託者は、（１）の健診データ及び対象者一覧データを基に、昨年度実施した
同業務の効果測定を行い、令和８年３月下旬までに委託者にその結果を提供する。

※個人情報の保護について
　　本業務では重大な個人情報を取り扱うため、個人情報の保護については十分に留意し、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。

５　成果物
　（１）成果物の納品
　　　ア　対象者への通知：対象者分
　　　イ　アのデータ：PDF、Excel形式等を格納した電子媒体１部
　　　ウ　送付用封筒：対象者分（通知を封入した状態で納品）+10部（予備）
　（２）納入期限
　　　　令和８年２月中旬～下旬とし、委託者と協議の上詳細な日時を決定する。
　（３）成果物の帰属
　　　　本委託契約による成果物の版権、データの著作権、その他取扱いに関する権利は委託者に帰属する。また、委託者の許可なく複製・公表・貸与してはならない。

６　業務体制
（1） 業務にあたっては、委託者との窓口となる管理責任者を置き、迅速な対応が
可能な体制づくりを構築すること。その上で、分析結果の報告及び保健事業の　　提案等については、委託者との打合せを適宜実施すること。
（2） 本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
ただし、一部でかつ、主要な部分を除き、あらかじめ委託者の承諾を得た場合
はこの限りではない。

７　情報セキュリティ及び個人情報の取り扱い
（1） [bookmark: _Hlk73438390]受託者は、プライバシーマークまたはISO27001/ISMSを保有し、本業務の実
施にあたっては、条例、規則、関係法令、壬生町個人情報保護条例を十分に遵
守すること。
（2） 本業務を通じて知り得た情報は機密情報として扱い、契約の目的以外に利用、
または第三者に提供してはならない。
（3） 本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他適正な
管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後も同様とする。
（4） 受託者は、本業務を遂行するために提供された資料等について、本業務の完
了後すべて返還するとともに、コンピュータ等に登録された情報を完全に消去
すること。
（5） データ受け渡しの際は、パスワードを設定した上で、セキュリティ便又はＬ
ＧＷＡＮを利用する等委託者の承認を得た方法を用い、個人情報保護の管理を
徹底すること。
（６）個人USB端子の持ち込みを禁止し、データの持ち出し防止を徹底すること。

８　その他
（１）委託業務全般に関して、本仕様書に記載のない事項については、契約者双方
が協議して定めるものとする。
（2） 契約後、本仕様書の内容を変更する必要が生じた場合は、契約者双方が協議
して定めるものとする。
（3） 業務完了後に、受託者の責任に帰すべき理由による成果物の不良個所があっ
た場合は、受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに
対する経費は受託者の負担とする。

９　契約締結後のスケジュール（予定）
　　　令和７年１２月～令和８年１月：発注者から受注者へのデータ提供
　　　令和８年　１月～２月：データ分析及び通知のデザイン構成、対象者リストの作成等
　　　　　　　　２月中旬～下旬：成果物の納品
　　　　　　　　３月：効果測定の結果の提供






























個人情報取扱特記事項

（基本的事項）
第１条　受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
（秘密の保持）
第２条　受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
２　受託者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
（目的外利用及び提供の禁止）
第３条　受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
（適正管理）
第４条　受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止をするため、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（複写及び複製の禁止）
第５条　受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
（資料等の返還）
第６条　受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等（当該資料等を複写し、又は複製したものを含む。）は、この業務完了後直ちに委託者に返還しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときはその指示した方法によるものとする。
（資料等の廃棄等）
第７条　受託者は、この契約による業務を処理するために自らが収集し、又は作成した個人情報を使用する必要がなくなった場合は、個人情報が記録された資料等を速やかに廃棄し、又は委託者に引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときはその指示した方法によるものとする。
（再委託の禁止）
第８条　受託者は、委託者が承諾した場合を除き、個人情報を取り扱う業務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
２　受託者は、委託者の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、委託者が受託者に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものとする。
（事故発生時における報告）
第９条　受託者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じる恐れのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
（指示）
第10条　委託者は、受託者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
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